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あ
な
た
の
マ
ナ
ー
は
大
丈
夫
？
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■
散
歩
す
る
と
き
は�
？
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犬
は
家
族
の
一
員
で
す
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「
と
び
つ
く
」「
む
だ
ぼ
え
」「
か
み

つ
く
」「
引
っ
張
り
」
な
ど
で
お
困
り

の
場
合
に
は
、
県
動
物
保
護
管
理
セ

ン
タ
ー
（
豊
田
市
穂
積
町
新
屋　
�７３

３
／�
０
５
６
５〈　

〉２
３
２
３
）

５８

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
毎
週
火
・
金

曜
日
に
は
無
料

　
　

の
し
つ
け

教
室
も
行

っ
て
い
ま

す
。
事
前

に
お
問
い

合
わ
せ
の

う
え
、
お
出
か

　
　

け
く
だ
さ
い
。
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犬
の
登
録
鑑
札
・
狂
犬
病
予
防
注

射
済
票
を
添
え
て
、
次
の
ど
ち
ら
か

の
方
法
で
必
ず
死
亡
届
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
提
出
が
な
い
と
、
犬
の

登
録
が
抹
消
さ
れ
ず
に
、
次
年
度
以

降
も
関
係
通
知
が
届
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

①
市
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
提
出

②
市
総
合
斎
苑
で
火
葬
す
る
場
合
は
、

同
斎
苑
に
あ
る
死
亡
届
を
記
入

�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
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問
い
合
わ
せ
▼
市
保
健
セ
ン
タ
ー
（�
〈　

〉１
１
３
３
）

７６
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■
注
射
済
票
（
プ
レ
ー
ト
）
の
交
付

�
集
合
注
射
会
場
の
場
合�
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動
物
病
院
の
場
合�
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平成１５年度集合注射会場
会　　場時　　間月　日

あいち中央農協藤野支店
あいち中央農協小川支店

午後１時１０分～１時４０分
午後２時～３時４月１４日�

美園公園
二本木コミュニティセンター

午後１時１０分～２時１０分
午後２時３０分～３時１０分４月１５日�

東山公民館
東栄今本町内会

午後１時１０分～１時４０分
午後２時～３時４月１６日�

あいち中央農協里支店
北部公民館

午後１時１０分～２時１０分
午後２時３０分～３時１０分４月１７日�

別所団地公民館
東部公民館

午後１時１０分～１時５０分
午後２時１０分～３時１０分４月２１日�

池浦町内会
今池住吉町内会

午後１時１０分～２時１０分
午後２時３０分～３時１０分４月２２日�

朝日公園
古井町内会（ＪＡ古井支店隣）

午後１時１０分～１時５０分
午後２時１０分～３時１０分４月２３日�

新田町内会
篠目町内会

午後１時１０分～２時１０分
午後２時３０分～３時３０分４月２４日�

城ヶ入町内会
あいち中央農協三ツ川支店

午後１時１０分～２時１０分
午後２時３０分～３時３０分５月６日�

あいち中央農協新池支店
高棚町農民センター

午後１時１０分～１時５０分
午後２時１０分～３時５月７日�

あいち中央農協赤松支店
あいち中央農協箕輪支店

午後１時１０分～２時１０分
午後２時３０分～３時３０分５月８日�

東尾町内会
西尾町内会

午後１時１０分～１時５０分
午後２時１０分～２時５０分５月１３日�

石井公民館
根崎町内会

午後１時１０分～２時
午後２時２０分～３時２０分５月１４日�

東端町内会午後１時１０分～２時４０分５月１５日�
秋葉公園レストハウス前
あいち中央農協桜井北支店

午後１時１０分～１時５０分
午後２時２０分～３時２０分５月１９日�

福釜農民会館
榎前町内会

午後１時１０分～２時１０分
午後２時３０分～３時３０分５月２０日�

浜屋公民館
あいち中央農協志貴支店

午後１時１０分～１時５０分
午後２時１０分～２時５０分５月２１日�

北明治町内会
作野公民館

午後１時１０分～１時４０分
午後２時１０分～３時１０分５月２２日�

文化センター午後１時１０分～２時１０分５月２６日�
和泉町内会午後１時１０分～２時１０分５月２７日�
桜井公民館午後１時１０分～２時１０分５月２８日�

登録鑑札・注射済票がもらえる病院
住所動物病院名

安城市橋目町青山動物病院
　〃　緑町ミドリペットクリニック
　〃　朝日町大島獣医科病院
　〃　大山町パーク動物病院
　〃　高棚町りんごの樹動物病院
　〃　今池町杉浦犬猫病院
　〃　桜町桜町動物病院
　〃　小川町さくらい動物病院
　〃　安城町三尾動物病院
　〃　赤松町ぐれーぷ動物病院
知立市山町コンドー獣医科病院
　〃　新池南陽動物病院
　〃　池端知立動物病院
刈谷市野田町小笠原動物病院
　〃　司町長坂獣医科診療所
碧南市向陽町パル動物クリニック
　〃　松本町永田獣医科病院
高浜市稗田町たかはま動物病院
　〃　本郷町あい総合動物病院
　〃　湯山町Ｋｅｎ動物病院
岡崎市昭和町ダルク動物病院
西尾市下町ウチダ動物病院
　〃　城崎町ハート動物病院
豊田市花園町花園動物クリニック
　〃　上郷町倉橋獣医科医院
蒲郡市三谷町動物愛護病院ココロ
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■
集
合
注
射
会
場
で
の
お
願
い
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病
気
な
ど
で　
　
　
　
　
　
　

注
射
を
打
て
な
い
場
合
は
？

　

獣
医
師
の
判
断
で
、
病
気
な
ど
に
よ

り
注
射
を
打
て
な
い
場
合
に
は
、「
狂
犬

病
予
防
注
射
猶
予
証
」
が
渡
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
を
市
保
健
セ
ン
タ
ー
に
提
出
す
れ

ば
、
当
該
年
度
に
限
り
、
注
射
を
打
っ

た
犬
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
注
射
が
で
き
る
か
ど
う
か
分

か
ら
な
い
場
合
は
、
飼
い
主
が
自
ら
判

断
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
獣
医
師
の

判
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

身
体
障
害
者
補
助
犬
は　
　
　

登
録
料
・
手
数
料
が
免
除
に

　

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
が
昨
年　

月
１０

１
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
身

体
障
害
者
補
助
犬
（
盲
導
犬
・
聴
導
犬
・

介
助
犬
）
に
つ
い
て
は
、
登
録
料
や
狂

犬
病
予
防
注
射
済
票
交
付
手
数
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。
申
請
書
が
同
セ
ン
タ
ー

に
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

家族の一員だから忘れません !

登録・狂犬病予防注射


